
12月定例会
《委員会提出議案》
再審法改正を求める意見書の提出に
ついて【議会議案第５号】
（意見書の内容は５面に掲載）
議会では、総員の賛成により、原案

を可決しました。

《市長提出議案》

条 例 関 係 議 案
鎌倉市無電柱化条例の制定について
【議案第51号】
都市防災機能の向上、安全かつ円

滑な交通の確保および景観の保全に
資することを目的として、電線類を地
下に埋設することによる無電柱化に
ついて、必要な事項を定めようとする
ものです。
その主な内容は、条例で定める路

線または区域における電線類の敷設
や費用負担に関する規定、無電柱化
が特に必要であると認められる道路
において、占用の禁止または制限等
の措置を講ずる旨の規定などを定め
ようとするもので、令和７年（2025
年）４月１日から施行しようとするも
のです。
議会では、多数の賛成により、原案

を可決しました。

鎌倉市子どもの家条例の一部を改正
する条例の制定について
 【議案第55号】
いなむらがさき子どもの家「いな

ほ」について、令和７年（2025年）３
月に新設する施設に運営施設を移転
することに伴い、新施設の子ども室の
面積に応じて、利用定員を36人から
35人に改めようとするものです。条
例の施行日は、公布の日から起算し
て４月を超えない範囲内において規
則で定める日から施行しようとする
ものです。
議会では、総員の賛成により、原案

を可決しました。

鎌倉市立小学校及び中学校の設置に
関する条例の一部を改正する条例の
制定について 【議案第57号】
学びの多様化学校（不登校特例

校）を設置するため、御成中学校に分
校を置き、分校の名称を由比ガ浜中
学校とすることおよびその位置を定
めようとするものです。条例の施行日
は、令和７年（2025年）４月１日から
施行しようとするものです。
議会では、総員の賛成により、原案

を可決しました。

補 正 予 算
令和６年度鎌倉市一般会計補正予算
（第７号）【議案第58号】
史跡建物等移転補償金、市有地の

枝払いおよび測量業務に係る経費な
どを追加しようとするもので、歳入歳
出ともに4042万２千円を増額し、補
正後の総額は776億7990万５千円
となります。
　また、鎌倉地域漁業支援施設防波
堤整備事業について継続費の追加、

第二小学校受水槽改修事業について
繰越明許費の追加、川喜多映画記念
館管理運営事業費ほか11事業費につ
いて債務負担行為の追加をしようと
するものです。
議会では、総員の賛成により、原案

を可決しました。

業務委託契約の締結
業務委託契約の締結について
【議案第42号】
（議案の内容は５面「建設常任委員
会」の記事に掲載）
議会では、多数の賛成により、原案

を可決しました。

指定管理者の指定
指定管理者の指定について
【議案第45号】
鎌倉市市民活動センター条例に定

める鎌倉市民活動センターおよび大
船市民活動センターの指定管理者と
して、特定非営利活動法人鎌倉市市
民活動センター運営会議を指定する
ものです。期間は令和７年（2025
年）４月１日から令和12年（2030年）
３月31日までの５年間です。

議会では、多数の賛成により、原案
を可決しました。

事務の委託に係る協議
逗子市と鎌倉市との可燃ごみの焼却
処理の事務委託に係る協議について
【議案第47号】
鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広

域化実施計画に基づき、逗子市の既
存焼却施設で鎌倉市の可燃ごみの焼
却処理を実施するに当たり、地方自
治法第252条の14第１項の規定に基
づく事務の委託を行うため、鎌倉市
が逗子市と協議を行うことについて、
議会の議決を得ようとするものです。
議会では、多数の賛成により、原案

を可決しました。

●議会だより、議会ホームページに関するご意見はこちらへ　〒248-8686（住所は省略できます）議会広報委員会　E-mail:gikai02@city.kamakura.kanagawa.jp

令和7年  （2025年）2月1日（6)     第 2 6 8号 か　ま　く　ら　議　会　だ　よ　り

４年間の議員の任期も残すところ３カ月半です。
「読まれる議会だより」を目指し、紙面の刷新がさ
れたのはお気づきでしょうか？　SNSなどのデジタ
ル的な手法が進み、偏った情報に危うさも懸念され
る昨今、議員とのリアルな対話の場や、議会だより
のアナログな手法こそ大切と感じます。
市民の視点に立った魅力ある議会だよりが市民
と政治をつなぎ「市民の意見を代弁する」という議
員活動もより活性化します。今後とも見守っていた
だきたいです。
　　　　　　　議会広報委員 井上 三華子
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※12月定例会では、市長提出議案24件、委員会提出議案１件、陳情５件の採決を行いました。
※下記以外の議案等への賛否については、議会事務局へお問い合わせください。

※会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する２人
　以上の議員で構成されます。
※会派に属する議員は代表質問を行うことができます。
　また、議会運営委員会や予算・決算等特別委員会の委員と
　なることができます。

会 派 名

議 員 名 ※◎は会派の代表者
※池田実議員は議長のため、採決には参加していません。

主 な 議 案 等 議決結果
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第55号

第57号

第58号

第42号

第45号

第47号

鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について

鎌倉市立小学校及び中学校の設置に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

令和６年度鎌倉市一般会計補正予算（第７号）

業務委託契約の締結について
（鎌倉市新庁舎等基本設計及びＤＸ支援業務委託）

指定管理者の指定について
（鎌倉市民活動センター、大船市民活動センター）

逗子市と鎌倉市との可燃ごみの焼却処理の事務委託に係る協議
について

再審法改正を求める意見書の提出について

極楽寺二丁目「滞在型国際交流施設」についての陳情

深沢への新市庁舎整備を進めることを求める陳情

鎌倉市無電柱化条例の制定について

○：賛成　　－：反対議決された主な議案等

12 月定例会では、委員会から１件の議案が、また市長から24件の議案が提出されました。
主な議案の内容および議会における議決結果は次のとおりです。

補正
予算

議会
議案

  


